
議案第４号 埼玉西部消防組合情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

新 旧 

（設置） 

第１条 埼玉西部消防組合情報公開条例（平成２５年条例第

８号。以下「情報公開条例」という。）に基づく情報公開

制度及び個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第

５７号。以下「個人情報保護法」という。）に基づく個人

情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るため、埼玉西部

消防組合情報公開・個人情報保護審査会（以下「審査会」

という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 審査会は、実施機関（情報公開条例第２条第１号に

規定する実施機関及び埼玉西部消防組合個人情報の保護に

関する法律施行条例（令和５年条例第 号。以下「個人情

報保護法施行条例」という。）第４条に規定する組合の機

関をいう。以下同じ。）の諮問に応じ、次に掲げる事項を

調査審議する。 

(１) 情報公開条例第２０条及び個人情報保護法第１０５

条第３項において準用する同条第１項の規定による審査

請求 

(２) 情報公開制度の運営に関する重要事項 

 

(３) 個人情報保護法施行条例第４条の規定による諮問事

項 

２ （略） 

 

 

（設置） 

第１条 埼玉西部消防組合情報公開条例（平成２５年条例第

８号。以下「情報公開条例」という。）に基づく情報公開

制度及び埼玉西部消防組合個人情報保護条例（平成２５年

条例第９号。以下「個人情報保護条例」という。）に基づ

く個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るため、埼

玉西部消防組合情報公開・個人情報保護審査会（以下「審

査会」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 審査会は、実施機関（情報公開条例第２条第１項及

び個人情報保護条例第２条第１項に規定する実施機関をい

う。以下同じ。）の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審

議する。 

 

 

(１) 情報公開条例第２０条及び個人情報保護条例第３０

条の規定による審査請求 

 

(２) 情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する

重要事項 

(３) 個人情報保護条例の規定により実施機関が審査会の

意見を聴くこととされた事項 

２ （略） 

３ 審査会は、個人情報保護条例の規定により実施機関が審

査会に報告することとされた事項の報告を受ける。 



３ 審査会は、第１項第２号及び第３号に規定する事項につ

いて、実施機関に意見を述べることができる。 

 

（審査会の調査権限） 

第９条 審査会は、必要があると認めるときは、情報公開条

例第２０条の規定により諮問をした実施機関又は個人情報

保護法第１０５条第３項において準用する同条第１項の規

定により諮問をした実施機関（以下これらを「諮問実施機

関」という。）に対し、情報公開条例第１０条各項の決定

（以下「公開決定等」という。）に係る公文書の提示又は

個人情報保護法第８２条第１項及び第２項の決定（以下「

開示決定等」という。）、個人情報保護法第９３条第１項

及び第２項の決定（以下「訂正決定等」という。）若しく

は個人情報保護法第１０１条第１項及び第２項の決定（以

下「利用停止決定等」という。）に係る保有個人情報の提

示を求めることができる。この場合においては、何人も、

審査会に対し、その提示された公文書の公開又は保有個人

情報の開示を求めることができない。 

２ （略） 

３ 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に

対し、公開決定等に係る公文書又は開示決定等、訂正決定

等若しくは利用停止決定等に係る保有個人情報に記録され

ている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は

整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めること

ができる。 

４ （略） 

（委員による調査手続） 

４ 審査会は、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に

関する重要事項について、実施機関に意見を述べることが

できる。 

（審査会の調査権限） 

第９条 審査会は、必要があると認めるときは、情報公開条

例第２０条の規定により諮問をした実施機関又は個人情報

保護条例第３０条の規定により諮問をした実施機関（以下

これらを「諮問実施機関」という。）に対し、情報公開条

例第１０条各項の決定（以下「公開決定等」という。）に

係る公文書の提示又は個人情報保護条例第１７条第１項及

び第２項の決定（以下「開示決定等」という。）若しくは

個人情報保護条例第２５条第１項及び第２項の決定（以下

「訂正決定等」という。）に係る個人情報の提示を求める

ことができる。この場合においては、何人も、審査会に対

し、その提示された公文書の公開又は個人情報の開示を求

めることができない。 

 

 

２ （略） 

３ 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に

対し、公開決定等に係る公文書又は開示決定等若しくは訂

正決定等に係る個人情報に記録されている情報の内容を審

査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し

、審査会に提出するよう求めることができる。 

 

４ （略） 

（委員による調査手続） 



第１１条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名

する委員に、第９条第１項の規定により提示された公文書

又は保有個人情報を閲覧させ、同条第４項の規定による調

査をさせ、又は前条第１項の規定による審査請求人等の意

見の陳述を聴かせることができる。 

第１１条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名

する委員に、第９条第１項の規定により提示された公文書

又は個人情報を閲覧させ、同条第４項の規定による調査を

させ、又は前条第１項の規定による審査請求人等の意見の

陳述を聴かせることができる。 
 


